
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
合
活
動
服
、
冬
活
動
ネ
ク
タ
イ 

条

例 

警
察
官
に
対
す
る
給
貸
与
品
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
七
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
九
号 

 
 

 

警
察
官
に
対
す
る
給
貸
与
品
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

警
察
官
に
対
す
る
給
貸
与
品
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

又
は
合
活
動
ネ
ク
タ
イ
」
を
「
又
は
合
活
動
服
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
夏
服
ス
カ
ー

ト
」
を
削
り
、
「
、
冬
ワ
イ
シ
ャ
ツ
及
び
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ
」
を
「
及
び
制
服
用
ワ
イ
シ
ャ
ツ
」
に
、

「
三
着
、
冬
ネ
ク
タ
イ
及
び
合
ネ
ク
タ
イ
」
を
「
四
着
、
ネ
ク
タ
イ
」
に
改
め
る
。 

 

 

第
三
条
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

  

第
六
条
の
見
出
し
中
「
き、
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
同
条
本
文
中
「
き、
損
」
を
「
毀
損
」
に
、

「
代
る
」
を
「
代
わ
る
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
き、
損
」

を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

合

活

動

ネ

ク

タ

イ 

冬

活

動

ネ

ク

タ

イ 

合

ネ

ク

タ

イ 

冬

ネ

ク

タ

イ 

合

ワ

イ

シ

ャ

ツ 

冬

ワ

イ

シ

ャ

ツ 

一
本 

一
本 

一
本 

一
本 

一
着 

一
着 

「 

を 

本 本 本 本 着 着 

四
月 

四
月 

四
月 

四
月 

四
月 

四
月 

 」 

ネ

ク

タ

イ 

制

服

用

ワ

イ

シ

ャ

ツ 

一
本 

一
着 

「 

一
本 

一
着 

四
月 

四
月 

 」 

「
け
ん
銃 

帯
革 

け
ん
銃
つ
り
ひ
も
」 

「
拳
銃 

帯
革 

拳
銃
つ
り
ひ
も
」 

e0071179957c5a8a66bb1e462ea92637



 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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